


※提出書類を確認したうえで、利用要件を満たさない場合等は利用をお断りする場合があります。 

 

 

 

 

 

利 用 対 象 

松阪市内の小学校に在籍する児童のうち、令和 6年 4月 1日時点で各小学校放課後児童クラブに在籍しておらず、 

長期休業中に保護者が就労等を理由に、家庭での見守りができない児童 

利 用 可 能 な 期 間 及 び 時 間 

夏季：令和 6年 7月 22日（月）～令和 6年 8月 30日（金） お盆期間（8月 13日～8月 16日）を除く。 

冬季：令和 6年 12月 24日（火）～令和 7年 1月 7日（火） 年末年始（12月 30日～1月 3日）を除く。 

春季：令和 7年 3月 26日（水）～令和 7年 3月 31日（月） 

※土曜日・日曜日・祝日（振替休日を含む）を除く。 

午前 7時 30分から午後 6時３０分 ※延長はありません。 

 

利用申込方法  

申込みには就労証明書等が必要です。 

必要書類をご用意の上、右記の利用申込フォームからお申し込みください。 

フォームからの申込みが難しい方は、利用申込書をご提出ください。 

※各種書類（利用申込書及び就労証明書等）は松阪市のホームページからダウンロードできます。 

※各種書類は教育委員会事務局生涯学習課でもご用意しております。 

 

 

 

 

利用申込期間  

令和 5年 12月 18日（月）～令和 6年 1月 31日（水）  

フォームからの申込みの場合、1月 31日（水）23時 59分まで申込みができます。 

 

 

 

 

利 用 決 定 

令和 6年 2月半ば頃 

利 用 場 所 ・ 定 員  

場所：嬉野社会福祉センター （定員：60人程度） 

    ：子ども支援研究センター（定員：80人程度） 

    ：ワークセンター松阪（定員：40人程度） 

必 要 料 金 

・利用料/おやつ代 ・・・夏季：20,000円（25日間）/2,500円 

(おやつ代は利用     冬季：5,600円（6日間）/600円 

日数問わず）      春季：3,900円（4日間）/400円  

・お弁当代・・・・・・・・・・利用日数×400～500円 

利用申込フォームはこちらから→ 

〈 申込み・問い合わせ先 〉 

松阪市教育委員会事務局 生涯学習課 青少年育成係 

住所 ： 松阪市殿町１３１５番地３    

☎ ０５９８－５３－４４０１ ＦＡＸ ０５９８－２６－８８１６ 

〈 事業委託先（予定）〉  

公益社団法人松阪市シルバー人材センター 

住所 ： 松阪市久保田町１６１番地   

☎ ０５９８－２６－０５２３ ＦＡＸ ０５９８－２６－０９１７ 

←松阪市ホームページはこちらから 

（松阪市小学校長期休業子どもの居場所づくり事業） 

ホームページ URL：https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/74/ibasho6.html 

“松阪さんまくらぶ”募集開始！ 
～ 令和 6年度 保護者の方へ ～ 

紙での申込みの場合、1月 31日（水）16時 30分必着です。 

松阪市教育委員会事務局生涯学習課へ直接ご提出ください。（郵送、メール、FAX不可） 

※公益社団法人松阪市シルバー人材センター（松阪市久保田町１６１番地）への提出でもかまいません。 

 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/74/ibasho6.html

